
ショートステイハピネス稲毛

（介護予防）短期入所生活介護

運営規程

社会福祉法人 讃助の会



第 1章 事業の目的および運営方針

（事業の目的）

第１条 この規程は、社会福祉法人讃助の会が設置経営する、介護老人福祉施設ハピネス

稲毛（以下「施設」という。）の行う（介護予防）短期入所生活介護事業（以下「事業」

という。）の適正な運営を確保するために、人員および運営に関する事項を定め、事業所

の介護職員・生活相談員・看護職員等（以下「職員等」という。）が、要支援・要介護状

態にある高齢者（以下「要介護者」という。）に対し、適正な（介護予防）短期入所生活

介護サービス（以下「サービス」という。）を提供することを目的とする。

（基本方針）

第２条 職員等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その居宅において有する能力に

応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事等の介護その他日常

生活上の世話および機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持ならびに利用

者の家族の身体的および精神的負担の軽減を図るものとする。

２ 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスの提供主体

との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

（施設の名称および住所）

第３条 事業を行う事業所の名称および所在地は、次のとおりとする。

（１）名称 ショートステイ ハピネス稲毛

（２）所在地 千葉県千葉市稲毛区長沼原町８４７－７

第 2章 職員の職種、人数および職務の内容

（職員の職種、人数および職務内容と職員の配置）

第４条 この事業に勤務する職員は、介護老人福祉施設の職員と兼務するものとし、職種、

人数および職務内容は次表のとおりとする。

職種 人数
常勤･

非常勤の別
職務内容

（１） 管理者 1 常勤

管理者は、事業所に勤務する職員の業務の管理を

一元的に行う。管理者に事故あるときは、事務職

員が職務を代行する。

（２）
生活

相談員
１以上

常勤

非常勤

生活相談員は、利用者の入退居に関する業務を行

うとともに自らもサービスの提供にあたるものと

し、利用者やご家族の生活相談および援助などの

必要な相談に応じるとともに、適切なサービスが

提供されるよう、事業所内のサービスの調整、地



域包括支援センター・居宅介護支援事業者など他

の機関との連携を行う。

（３） 医師 １ 嘱託 医師は、利用者の健康管理に当たる。

（４） 看護職員 ３以上
常勤

非常勤
看護職員は、利用者の健康管理に当たる。

（５）
管理

栄養士
1 以上

常勤

非常勤

管理栄養士は、食事の提供に当たり、バランスの

良い栄養価を考慮した献立の作成および調理の指

導に当たる。

（６） 事務職員 １以上
常勤

非常勤
事務職員は、必要な事務を行う。

（７） 介護職員
３４

以上

常勤

非常勤

介護職員は、利用者の日常生活の支援、相談及び

援助の業務を行う。

（８）
機能訓練

指導員
１以上

常勤

非常勤
機能訓練指導員は、利用者の機能訓練に当たる。

(９) 生活

支援員

各ユニ

ット 1
以上

非常勤
生活支援員は、入居者の食事の準備、部屋等の清

掃、衣類の洗濯に従事する。

※上記に定めるもののほか必要に応じてその職員を置くことができる。

※配置などにより人数を増員することができる。

（管理者の設置）

第５条 この事業に勤務する管理者は、社会福祉法人讃助の会を運営するその他の介護保

険指定事業を統括する施設長が兼務する。

第３章 利用定員

（利用定員）

第６条 １日にサービスを提供する定員は１ユニット１０名×２ユニットの２０名とする

(介護予防短期入所生活介護含む)。

２ 併設の介護老人福祉施設ハピネス稲毛に空室がある場合は、その範囲内で前項の定員

に加え、サービスを提供することができる。

３ 災害時等においては定員を超えて利用者を受け入れる場合がある。

第４章 営業日および営業時間

（営業日および営業時間）



第７条 この事業の営業日および営業時間は次のとおりとする。

（１）営業日 年中無休

（２）営業時間

＜受付時間＞ 9：00～18：00（但し，日曜日，12 月 31 日から 1 月 3 日は休み）

＜サービス提供時間＞ 24 時間

（３）緊急利用などに関する相談受付は、２４時間実施する。

第５章 サービス内容および利用料その他費用の額

（サービス利用開始の手続き）

第８条 サービスの提供開始に際しては、あらかじめ利用申込者またはその家族に対して、

運営規程の概要、事業従事者の勤務体制、その他利用申込者のサービス選択に資すると

認められる重要事項を記した書類を交付して説明を行い、当該サービス内容および利用

期間などについて利用申込者の同意を得る。

（援助の方針）

第９条 サービス提供に当たって、地域包括支援センター・居宅介護支援事業者その他福

祉サービスまたは保健医療サービスを提供するものとの密接な連携により、サービスの

提供開始前から終了後にいたるまで、利用者が継続的に福祉サービスまたは保健医療サ

ービスを利用できるよう必要な援助に努める。

（受給資格などの確認）

第１０条 サービスの提供を求められた場合には、利用申込者の提示する被保険者証によ

って、被保険者資格、要介護認定の有無および要介護認定などの有効期間を確認する。



（具体的なサービス内容）

第１１条 提供するサービスの主な内容は次のとおりとする。

（１）介護サービス

ア．入浴・清拭

イ．排泄介助

ウ．その他

利用者の心身状況に応じ、自立した、楽しい生活ができるよう支

援する。

1 週間に 2 回以上、適切な方法により入浴して頂く。または清拭

を行う。

利用者の心身状況に応じ自立した、適切な方法により排泄の援助

を行う。

おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつ介助を適切に行う。

前項各項に定める他、入居者に対し、離床、着替え、整容、その

他の日常生活上の援助を適切に行う。

（２）食事のサービス

食事は、栄養並びに利用者の身体の状況および嗜好を考慮したも

のとするとともに適切な時間に適温で行う。

ア 朝食 午前８時から

イ 昼食 正午から

ウ 夕食 午後 5時半から

自立の支援に配慮し、椅子に座っての食事を基本とし、できるだ

け離床して食堂で行う。

（３）健康管理サービス
医師および看護師は、常に利用者の健康状況に注意するととも

に、健康保持のために適切な措置を行う。

（４）相談および援助

常に利用者の心身状況やその置かれている環境などの把握に努

め、利用者またはその家族からの相談に応じるとともに、必要な

助言その他の支援を行う。

（５）機能訓練
利用者に対し、その心身の状況等に応じて、日常生活を営むのに

必要な訓練を行う。

（６）その他のサービス

の提供

教養娯楽設備を備えるほか、適宜利用者のためのレクリエーショ

ンや行事を行う。



（利用料）

第１２条 この事業が提供するサービスの利用料は、介護報酬の負担割合証の割合に準じ

た額とする。

但し、次に掲げる項目については、別途利用料金の支払いを受けることとする。

１ 食費・滞在費の費用

（１）介護保険負担限度額認定者以外の者

料金の種類 金額 備考

食事の提供に要する費用
１,９５０円／日

（朝食 490 円、昼食 810 円、夕食 650 円）

おやつ40 円

含

滞在に要する費用 ２,９００円／日

（２）介護保険負担限度額認定者

料金の種類 金額 備考

食事の提供に要する費用

（介護保険負担限度額認定者）

第１段階認定者 ３００円／日

第２段階認定者 ６００円／日

第３段階①認定者 １，０００円／日

第３段階②認定者 １，３００円／日

滞在に要する費用

（介護保険負担限度額認定者）

第１段階認定者 ８８０円／日

第２段階認定者 ８８０円／日

第３段階①認定者 １，３７０円／日

第３段階②認定者 １，３７０円／日

２ その他の費用

料金の種類 金額 備考

特別な食事の費用 実 費
個人的な嗜好による食事を提供した場合

理 容 代 実 費
施設が契約している業者を利用した場合

通 信 代 実 費
個人的な郵送、電話、FAX 等に係る費用

教養娯楽費 実 費
個人的な嗜好品、クラブやレクリエーション

で使用する材料費等

日常生活諸費 実 費
個人的な歯ブラシ、髭剃り等

洗 濯 費 実 費
業者に特別な洗濯を発注した場合

特別行事費 実 費
施設行事で特別メニューの食事を選定した場

合や小旅行や観劇等に参加した場合の費用

健康管理費 実 費
医療保険適用以外の医薬品を使用した場合等

の費用（インフルエンザワクチン接種費含む）

２ 前項の費用の支払いを含むサービスを提供する際には、事前に利用者またはその家族



に対して必要な資料を提供し、当該サービスの内容および費用を事前に重要事項説明書

に基づき説明した上で、利用者の同意を得て、その支払いに同意する旨の文書に署名（記

名捺印）を受ける。

３ 利用料の支払いは、当施設で指定を受けた金融機関の口座からの引き落とし、または

現金、銀行口座振込により、指定期日までに受領することとします。

（要支援・要介護認定など申請に係る援助）

第１３条 サービスの提供の開始に際し、要支援・要介護認定などを受けていない利用申

込者については、要支援・要介護認定などの申請が既に行われているか否かを確認し、

申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意向を踏まえて速やかに当該申請が行

われるよう必要な援助を行う。

（心身の状況などの把握）

第１４条 サービスの提供に当たっては、利用者にかかわる地域包括支援センター・居宅

介護支援事業者が開催するサービス担当者会議などを通じて、利用者の心身状況、その

置かれている環境、その他福祉サービスまたは保健医療サービスの利用状況などを把握

する。

（介護計画の作成等）

第１５条 相当期間以上にわたり継続してサービスを利用することが予想される利用者に

ついては、サービスの目標と当該目標を達成するための具体的なサービスの内容などを

記載した（介護予防）短期入所生活介護計画を作成する。

２ （介護予防）短期入所生活介護計画の作成、変更の際には、利用者または家族に対し、

当該計画の内容を説明し、同意を得る。

３ 既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿っ

て作成する。

４ 利用者に対し、（介護予防）短期入所生活介護計画に基づいて各種サービスを提供する

とともに、継続的なサービスの管理、評価を行い、その経過を記録する。

第６章 通常の送迎の実施地域

（通常の送迎の実施地域）

第１６条 通常の送迎の実施地域は次のとおりとする。

１ 千葉市内および四街道市・佐倉市の一部地域(上志津原、上志津、下志津、中志津、

西志津、南ユーカリが丘)・八千代市の一部地域（勝田台、勝田台南、横戸町、八千

代台東、八千代台南)



第７章 サービス利用に当っての留意事項

（サービス利用の際の留意事項）

第１７条 サービスの利用に当っての留意事項は次の通りとする。

（１）利用者が感染力の強い疾病に罹患している場合には、その疾病が感知するまで、利

用を中止する場合がある。

（２）健康チェックにより、利用者の体温および血圧などが平常時と比べ特変があると判

断される場合は、本人に説明の上、入浴サービスを中止するなどのサービス内容を変

更することもある。

（３）利用者に転倒・転落があった場合や、体調の急変などがあった場合は速やかに家族

等に連絡する。

（４）施設内で感染症が発生した場合には、感染の恐れがなくなるまでサービス提供を一

時休止する場合がある。

第８章 緊急時などにおける対応方法

（緊急時における対応方法）

第１８条 サービスの提供中に利用者の心身に異変その他緊急事態が生じたときは速やか

に主治医あるいは協力医療機関に連絡し、適切な措置を講じる。

第９章 非常災害対策

（非常災害対策）

第１９条 施設は、非常災害に関する具体的計画を立てておくとともに、非常災害に備え

るため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。

２ 非常災害用設備点検は、契約保守業者に依頼し、点検の際には防火管理者が立ち会う

ものとする。

第１０章 その他運営に関する重要事項

（サービスの提供記録の記載）

第２０条 サービスを提供した際には、その提供日および内容、当該（介護予防）短期入

所生活介護について、利用者に代わって支払いを受ける介護報酬の額、その他必要な記

録を所定の書面に記載する。

２ 施設は、利用者に対するサービスの提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から



５年間保存する。

（利用者に関する市町村への通知）

第２１条 施設は、サービスを受けている利用者が次のいずれかに該当する場合は、遅滞

なく意見を付してその旨を市町村に連絡する。

（１）正当な理由なしに短期入所生活介護の利用に関する指示に従わないことなどにより

要介護状態などの程度を増進させたと認められるとき。

（２）偽りその他不正の行為によって保険給付を受け、または受けようとしたとき。

（秘密の保持等）

第２２条 職員は、業務上知り得た利用者または家族の秘密を他に漏らしてはならない。

２ 退職者に対しても、業務上知り得た利用者または家族の秘密を保持させるために、退

職後もこれらの秘密を保持すべき旨を職員との雇用契約の内容とする。

（苦情処理）

第２３条 施設は、利用者およびご家族からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するた

めに、窓口の設置、担当者の設置、第三者委員の設置、事実関係の調査の実施、改善措

置、利用者または家族に対する説明、記録の整備、その他必要な措置を講ずるものとす

る。

２ 施設は、市町村・国保連合会が行う調査に協力し、市町村・国保連合会による指導ま

たは助言に従って必要な改善を行い、内容を報告する。

(身体拘束)

第２４条 施設は、サービスの提供にあたり、身体的拘束、その他利用者の行動を制限す

る行為は行わない。ただし、利用者または他の利用者等の生命または身体を保護するた

め、緊急やむ得ない場合は、この限りではない。

(虐待防止)
第２５条 施設は、利用者の人権の擁護、虐待防止のため次の措置を講ずるものとする。

（１）虐待を防止するための従業者に対する研修の実施

（２）利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備

（３）その他虐待防止のために必要な措置

２ 施設は、サービス提供中に、当該施設従業者又は養護者（利用者の家族等高齢者を

現に養護する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、

これを市町村に通報するものとする。



（損害賠償）

第２６条 利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損

害賠償を速やかに行う。

（衛生管理）

第２７条 サービスに使用する備品などを清潔に保持し、定期的な消毒を施すなど、常に

衛生管理に十分留意するものとする。

２ 職員は感染症などに関する知識の習得に努める。

（この運営規程の改正手続き等）

第２８条 この規程に定める事項の他、運営に関する重要事項は理事会で承認のうえ定め

るものとする。

附 則

この規程は、令和 3 年 4 月 1 日から施行する。

令和 3 年 10 月 26 日から施行する。

令和 6 年 8 月 1 日から施行する。

令和 7 年 9 月 1 日から施行する。


